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１．経営戦略策定の趣旨 

本市は、平成 17 年 3 月に海津町，平田町，南濃町の 3 町が合併し、県内 21
番目の市として誕生しました。合併以降は、段階的に経営や組織の改編を実施

し、平成 26 年度からは、上水道と下水道の組織を統合し、建設水道部上下水道

課として、効率的な事業運営の実現に向け、日々取り組んでいるところです。 
平成 27 年度末において、汚水処理施設（公共下水道，特定環境保全公共下水

道，農業集落排水，合併処理浄化槽）での処理人口普及率は 91.2％に達し、今

後は、維持管理や改築更新に重点を置いた経営の時代に入ろうとしています。 
一方、「少子高齢化の進行」「生活様式の多様化」「省資源化」「経済成長の鈍

化」など、社会の潮流は転換期を迎えており、これらは下水道事業の今後の経

営にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。 
こうした様々な環境の変化に対応しつつ、持続的に下水道事業を行っていく

ため、本市では、平成 26 年 8 月 29 日付総務省通達文書『公営企業の経営に当

たっての留意事項について』に基づき経営戦略の策定を行うこととしました。 
 
 

２．経営の基本方針 

下水道事業は、暮らしを支えるライフラインとしての役割を負っています。 
本市の中長期まちづくりの方向性を示す最上位計画である『海津市第 2 次総

合計画（平成 29 年度から平成 38 年度までの 10 年間）』で下水道事業の方向性

は下記のように示されており、この方針に基づき今後の下水道事業を実施して

いきます。 
 

1.下水道の整備 

下水道等各種汚水処理施設の効率的な整備を進め、生活環境の改善および公共用水

域の保全を図り、安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進に努めます。また、老

朽化した管渠や浄化センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新と修繕、下水道

総合地震対策計画に基づいた耐震化を推進し、下水道処理機能の維持に努めます。 
 
2.会計の健全化 

下水道事業は、平成 32 年度に公営企業会計へ移行し、経営戦略の見直しを行いま

す。また、各戸から下水道への排水設備の接続について積極的に啓発を図り、水洗化

の推進に努めます。 
出典：海津市第 2 次総合計画（平成 29 年 3 月） 
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３．下水道事業の現状と課題 

後に示す平成 27 年度の経営分析表によると、現時点で「経営の効率性」「財

務の健全性」は、健全とは言い難い状況にあり、「更なる経費節減」と「普及活

動による水洗化率の向上」に努めるとともに、一定時期には「下水道区域の見

直し」「統廃合を含めた汚水処理方法の見直し」、長期的な計画の下、施設の改

築更新計画・耐震化を検討し、健全な経営に努めていく必要があります。 
 
また、類似団体・近隣団体と比較することで、本市の状況を分析します。 
類似団体との比較では、概ね他団体と同程度の値を示していますが、「職員 1

人当たり下水道使用料収入」と「職員 1 人当たり年間有収水量」は他団体と比

べて劣っている状況です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
近隣団体との比較では、概ね他団体より良い状況となっていることが分かり

ます。ただし、「職員 1 人当たり年間有収水量」が下回っている状況であり、有

収水量を増加させることが必要で、「接続率向上への取り組み」と「不明水対策

の実施」が必要となっています。 
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４．経営戦略における取り組み内容 

下水道は、「市民の環境衛生の向上」や「都市の健全な発達」に寄与し、あわ

せて「公共用水域の水質保全」に資するため、欠くことのできない重要な「都

市基盤施設」です。 
経営戦略における取り組みは、『２．経営の基本方針』で示した項目に基づき実

施していきます。 
 
【下水道の整備】 

○現在、『汚水処理施設整備構想』を策定中で、今後、本構想に基づき、下水

道等各種汚水処理施設の効率的な整備を進め、生活環境の改善、及び公共用

水域の保全を図ります。 
 
○老朽化した管渠や浄化センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新、 

下水道総合地震対策計画に基づいた耐震化を推進し、下水道処理機能の維持

を図ります。 
 
【会計の健全化】 

○現在、『下水道事業法適化移行支援業務』を実施中で、平成 32 年度に公営

企業会計を導入し、事業の経営成績を確認し、財政状態を把握することで、

経営の健全化に取り組んでいきます。 
 
 ○安定的に事業を継続して実施できるよう、接続率を向上させため、各戸か

ら下水道への排水設備の接続について、積極的に啓発を図る取り組みを行

っていきます。 
 

表 平成 27 年度の水洗化率 

 公共 

下水道事業 

特定環境保全 

公共下水道事業

農業集落 

排水事業 

現在水洗便所 

設置済み人口 
14,449 人 2,554 人 2,968 人

現在 

処理区域内人口 
22,567 人 4,065 人 3,747 人

水洗化率 64.0％ 62.8％ 79.2％
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平成 29 年 3 月

平成 29 年度 平成 38 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

３，３６０ 円 ３，４８４ 円

３，４５０ 円 ３，５５２ 円

３，４５０ 円 ３，５８１ 円

処 理 区 数 　３処理区（海津処理区，北部処理区，中南部処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　共同化として、汚水処理施設共同整備事業（MICS）により、平成２９年度より着手し、平成３２年度には、現在、南濃衛生セン
ターで処理を行っているし尿，浄化槽汚泥を下水道施設へ受け入れ予定。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０ あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０ を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

別添２－２

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

　非適用

海津市下水道事業経営戦略

　平成６年度（２３年）

海津市

公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０  あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２５年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０  あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２５年度

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

　２４．８

　３箇所（海津浄化センター，南濃北部浄化センター，南濃中南部浄化センター）

　無し

平成２６年度 平成２６年度

平成２７年度 平成２７年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料（１箇月につき）　使用水量10ｍ3まで　：　1,728円
　超過使用料　1ｍ3につき　172.8円
　（10円未満の端数は切り捨てる。）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　一般家庭用使用料体系と同じ

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　一般家庭用使用料体系と同じ
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　平成２８年度に策定・公表した平成２７年度決算に基づく「経営比較分析表」を添付する。

職 員 数
　建設水道部上下水道課では、総勢１１名の職員により、下水道事業として３事業（公共下水道事業，特定環境保全公共下水
道事業，農業集落排水事業）を一体として管理運営している。

　平成１７年３月の合併時点では、１９名の職員により下水道事業を実施していたが、事業の一体管理や業務委託の実施など
により職員の削減に取り組み現在に至っている。

　現時点ではエネルギー利用の検討は未実施で、今後、費用対効果検証を実施
し、有効性が確認できた場合においては、積極的に下水エネルギーの活用に取り
組んでいく。

　未利用の土地・施設の活用による収益確保検討は未実施で、今後、収益確保
が可能との判断ができれば積極的に取り組んでいく。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　現在の民間委託を継続しつつ包括的民間委託を検討中であり、指定管理者制
度の採用については未定である。

　現在の民間委託を継続しつつ包括的民間委託を検討中であり、ＰＰＰ・ＰＦＩの採
用については未定である。

 イ　指定管理者制度

　「浄化センター管理委託」「井戸用量水器検針委託」「自動火災報知器検針委
託」「浄化センター警備委託」「電気保安管理委託」「汚泥運搬処分委託」「燃料設
備機器点検委託」「浄化センター清掃委託」などを民間業者へ委託している。
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

○財源の目標に関する事項
　経営の基本方針に則り、会計の健全化を図るため、各戸から下水道への排水設備の接続について積極的に啓発を図り、水洗化の推進に努めることで、使用料収入の安定化を図り会計の健全化を目指す。

○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　人口減少状況にある中、使用料収入の増加は簡単ではないが、整備の実施，接続率の向上，有収水量の増加で使用料収入の増収を行い、経営戦略期間の最終年（平成３８年度）に約３．５億円の使用料収入を目指
す。

○企業債に関する事項
　経営戦略期間の平成３０年度には約６億円の借入を計画するが、後半においては３億円を下回る借入計画とし企業債現在高の減少を目指す。

○繰入金に関する事項
　資本的収支における一般会計からの基準外繰入金を経営戦略期間の最終年（平成３８年度）に約０．８億円まで削減することを目指す。

○資産の有効活用に関する事項
　下水エネルギーや土地等の有効利用について、今後、費用対効果の検証に取り組んでいく予定。

○その他
　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

○民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）
　これまでと同様に民間業者への委託を実施しつつ包括的民間委託の活用などを検討するが、現状では経費削減につながるかは不透明なため経費算出の項目
からは除外している。

○職員給与費に関する事項
　これまでに職員数の削減を行ってきており、これ以上の職員削減は事業運営に支障をきたす恐れが考えられるため現在の職員数は変えず、平成２７年度の実績
値と同様になる計画とした。

○その他
　整備促進，接続率向上により有収水量を増加させ、安定的に使用料収入を確保できる体制を構築し、経営の安定化を図っていく予定。

○投資の目標に関する事項
　経営の基本方針に則り、下水道等各種汚水処理施設の効率的な整備を進め、生活環境の改善および公共用水域の保全を図り、安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進に努める。また、老朽化した管渠や浄化
センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新と修繕、下水道総合地震対策計画に基づいた耐震化を推進し、下水道処理機能の維持に努める。

○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項（普及率向上のための整備促進）
　安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進のため、経営戦略期間内（平成２９年度から平成３８年度）に約５３億円を投資し整備実施を予定。

○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項（下水道機能の維持）　○防災・安全対策に関する事項
　老朽化した管渠や浄化センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新と修繕を実施し、また下水道総合地震対策計画に基づいた耐震化を推進するため、経営戦略期間内（平成２９年度から平成３８年度）に約２２
億円を投資し下水道機能の維持向上を図る予定。

○広域化・共同化・最適化に関する事項（共同化の促進）
　共同化として、汚水処理施設共同整備事業（MICS）により、平成２９年度より着手し、平成３２年度には、現在、南濃衛生センターで処理を行っているし尿，浄化槽汚泥を下水道施設へ受け入れ予定で、公共下水道（海
津処理区）への編入を行うため、平成２９年度から平成３１年度において約４億円を投資する予定。

○投資の平準化に関する事項
　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、投資と財源の平準化を図っていく予定。

○民間の活力の活用に関する事項
　費用対効果を検証しつつ、今後検討をしていく予定。

○その他
　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

　経営の基本方針は、本市の最上位計画である『海津市第２次総合計画（平成２９年度から平成３８年度までの１０年間）』に準拠することとする。
　『海津市第２次総合計画』では、『海津市下水道事業経営戦略』の最終年度（平成３８年度）における目標人口を33,000人と設定しており、この目標を達成するた
め、「豊かな自然環境の中で強靭なまちづくりを進める」とともに、「市内で働く場を確保するための産業振興」「市街地整備の推進」「交流基盤の整備促進」「若年
世代が市内で妊娠期から安心して過ごせる子育て支援や教育環境の充実」など、総合的なまちづくりを推進していくこととなっている。
　下水道事業においても、「下水道の整備」を推進することが、目標人口の達成に貢献する方法と捉え鋭意対応していく。また、下水道の整備を推進し、接続率を
向上させることこにより、有収水量の増加を目指す。また、公営企業会計を導入することで、会計の健全化を目指す。
　このことを踏まえ、下水道事業としての経営の基本方針は、以下の２項目とする。

１．下水道の整備
　下水道等各種汚水処理施設の効率的な整備を進め、生活環境の改善および公共用水域の保全を図り、安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進に努めま
す。また、老朽化した管渠や浄化センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新と修繕、下水道総合地震対策計画に基づいた耐震化を推進し、下水道処理機
能の維持に努めます。

２．会計の健全化
　下水道事業は、平成３２年度に公営企業会計へ移行し、経営戦略の見直しを行います。また、各戸から下水道への排水設備の接続について積極的に啓発を図
り、水洗化の推進に努めます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
　民間活力の活用については、費用対効果を検証しながら今後検討していく予定。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、法適用事業として
経営戦略の見直しを実施する予定である。
　また、法適用事業として見直しを行った以降においても、投資，財政の進捗状況を確認しながら、必要により経営
戦略の見直しを行うことで、安定的に事業を継続していくよう取り組んでいく予定である。

職員給与費に関する事項
　建設から維持管理への業務内容の変化や、水道事業との事業統合などによる事業状況の変化によ
り、必要とする職員数を適宜検討していく予定。

動力費に関する事項 　電力自由化に伴う経費節減について、今後検討する予定。

修繕費に関する事項 　ストックマネジメント基本方針に基づき、効率的に施設や機器の修繕を実施していく予定。

委託費に関する事項 　包括的民間委託による経費節減の可能性について、今後検討する予定。

その他の取組 　整備促進，接続率向上により有収水量を増加させ、安定的に使用料収入を確保できる体制を構築し、
経営の安定化を図っていく予定。

薬品費に関する事項 　包括的民間委託による経費節減の可能性について、今後検討する予定。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

　下水エネルギーや土地等の有効利用について、今後、費用対効果の検証に取り組んでいく予定。

　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、投資と
財源のバランスを確認しながら必要により使用料の見直しに取り組む予定。使用料の見直しに関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

　費用対効果を検証しつつ、今後検討をしていく予定。

　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、投資と
財源の平準化を図っていく予定。

　人口減少や施設老朽化を考慮し、区域や処理方式の見直しについても今後検討していく予定。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項
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平成 29 年 3 月

平成 29 年度 平成 38 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

３，３６０ 円 ３，４７６ 円

３，４５０ 円 ３，５８３ 円

３，４５０ 円 ３，６１０ 円

平成２６年度 平成２６年度

平成２７年度 平成２７年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料（１箇月につき）　使用水量10ｍ3まで　：　1,728円
　超過使用料　1ｍ3につき　172.8円
　（10円未満の端数は切り捨てる。）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　一般家庭用使用料体系と同じ

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　一般家庭用使用料体系と同じ

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

　２９．９

　２箇所（三郷浄化センター，今尾浄化センター）

　無し

処 理 区 数 　２処理区（三郷処理区，今尾処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　最適化として、農業集落排水施設（高田・西島地区）の特定環境保全公共下水道（今尾処理区）への編入を平成３４年度より
実施予定。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０ あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０ を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

別添２－２

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

　非適用

海津市下水道事業経営戦略

　平成７年度（２２年）

海津市

特定環境保全公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０  あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２５年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０  あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２５年度
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

　現在の民間委託を継続しつつ包括的民間委託を検討中であり、指定管理者制
度の採用については未定である。

　現在の民間委託を継続しつつ包括的民間委託を検討中であり、ＰＰＰ・ＰＦＩの採
用については未定である。

 イ　指定管理者制度

　「電気保安管理委託」「浄化センター等管理委託」「汚泥運搬処分委託」「汚泥処
理脱水車業務委託」「井戸用量水器検針委託」などを民間業者へ委託している。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　平成２８年度に策定・公表した平成２７年度決算に基づく「経営比較分析表」を添付する。

職 員 数
　建設水道部上下水道課では、総勢１１名の職員により、下水道事業として３事業（公共下水道事業，特定環境保全公共下水
道事業，農業集落排水事業）を一体として管理運営している。

　平成１７年３月の合併時点では、１９名の職員により下水道事業を実施していたが、事業の一体管理や業務委託の実施など
により職員の削減に取り組み現在に至っている。

　現時点ではエネルギー利用の検討は未実施で、今後、費用対効果検証を実施
し、有効性が確認できた場合においては、積極的に下水エネルギーの活用に取り
組んでいく。

　未利用の土地・施設の活用による収益確保検討は未実施で、今後、収益確保
が可能との判断ができれば積極的に取り組んでいく。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

民 間 活 用 の 状 況
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

○投資の目標に関する事項
　経営の基本方針に則り、下水道等各種汚水処理施設の効率的な整備を進め、生活環境の改善および公共用水域の保全を図り、安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進に努める。また、
老朽化した管渠や浄化センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新と修繕、下水道総合地震対策計画に基づいた耐震化を推進し、下水道処理機能の維持に努める。

○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項（普及率向上のための整備促進）　○防災・安全対策に関する事項
　安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進のため、経営戦略期間内（平成２９年度から平成３８年度）に約４千万円を投資し整備実施を予定。

○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項（下水道機能の維持）
　老朽化した管渠や浄化センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新と修繕を実施し、経営戦略期間内（平成２９年度から平成３８年度）に約５．４億円を投資し下水道機能の維持向上を図
る予定。

○広域化・共同化・最適化に関する事項（最適化の促進）
　農業集落排水（高田・西島処理区）を特定環境保全公共下水道（今尾処理区）へ編入するため、平成２９年度から平成３３年度において約１．６億円を投資する予定。

○投資の平準化に関する事項
　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、投資と財源の平準化を図っていく予定。

○民間の活力の活用に関する事項
　費用対効果を検証しつつ、今後検討をしていく予定。

○その他
　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

　経営の基本方針は、本市の最上位計画である『海津市第２次総合計画（平成２９年度から平成３８年度までの１０年間）』に準拠することとする。
　『海津市第２次総合計画』では、『海津市下水道事業経営戦略』の最終年度（平成３８年度）における目標人口を33,000人と設定しており、この目標を達成するた
め、「豊かな自然環境の中で強靭なまちづくりを進める」とともに、「市内で働く場を確保するための産業振興」「市街地整備の推進」「交流基盤の整備促進」「若年
世代が市内で妊娠期から安心して過ごせる子育て支援や教育環境の充実」など、総合的なまちづくりを推進していくこととなっている。
　下水道事業においても、「下水道の整備」を推進することが、目標人口の達成に貢献する方法と捉え鋭意対応していく。また、下水道の整備を推進し、接続率を
向上させることこにより、有収水量の増加を目指す。また、公営企業会計を導入することで、会計の健全化を目指す。
　このことを踏まえ、下水道事業としての経営の基本方針は、以下の２項目とする。

１．下水道の整備
　下水道等各種汚水処理施設の効率的な整備を進め、生活環境の改善および公共用水域の保全を図り、安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進に努めま
す。また、老朽化した管渠や浄化センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新と修繕、下水道総合地震対策計画に基づいた耐震化を推進し、下水道処理機
能の維持に努めます。

２．会計の健全化
　下水道事業は、平成３２年度に公営企業会計へ移行し、経営戦略の見直しを行います。また、各戸から下水道への排水設備の接続について積極的に啓発を図
り、水洗化の推進に努めます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

○財源の目標に関する事項
　経営の基本方針に則り、会計の健全化を図るため、各戸から下水道への排水設備の接続について積極的に啓発を図り、水洗化の推進に努めることで、使用料収入の安定化を図り会計の健全化を目指す。

○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　人口減少状況にある中、使用料収入の増加は簡単ではないが、整備の実施，接続率の向上，有収水量の増加で使用料収入の増収を行い、経営戦略期間の最終年（平成３８年度）に約５．６千万円の使用料収入を目
指す。

○企業債に関する事項
　経営戦略期間の前半では約４．５千万円の年度借入を計画するが、後半においては９百万円を下回る借入計画とし企業債現在高の減少を目指す。

○繰入金に関する事項
　一般会計からの基準外繰入金を経営戦略期間の最終年（平成３８年度）に約６．３千万円にすることを目指す。

○資産の有効活用に関する事項
　下水エネルギーや土地等の有効利用について、今後、費用対効果の検証に取り組んでいく予定。

○その他
　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

○民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）
　これまでと同様に民間業者への委託を実施しつつ包括的民間委託の活用などを検討するが、現状では経費削減につながるかは不透明なため経費算出の項目
からは除外している。

○職員給与費に関する事項
　これまでに職員数の削減を行ってきており、これ以上の職員削減は事業運営に支障をきたす恐れが考えられるため現在の職員数は変えず、平成２７年度の実績
値と同様になる計画とした。

○その他
　整備促進，接続率向上により有収水量を増加させ、安定的に使用料収入を確保できる体制を構築し、経営の安定化を図っていく予定。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

　費用対効果を検証しつつ、今後検討をしていく予定。

　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、投資と
財源の平準化を図っていく予定。

　人口減少や施設老朽化を考慮し、区域や処理方式の見直しについても今後検討していく予定。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

　下水エネルギーや土地等の有効利用について、今後、費用対効果の検証に取り組んでいく予定。

　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、投資と
財源のバランスを確認しながら必要により使用料の見直しに取り組む予定。使用料の見直しに関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
　民間活力の活用については、費用対効果を検証しながら今後検討していく予定。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、法適用事業として
経営戦略の見直しを実施する予定である。
　また、法適用事業として見直しを行った以降においても、投資，財政の進捗状況を確認しながら、必要により経営
戦略の見直しを行うことで、安定的に事業を継続していくよう取り組んでいく予定である。

職員給与費に関する事項
　建設から維持管理への業務内容の変化や、水道事業との事業統合などによる事業状況の変化によ
り、必要とする職員数を適宜検討していく予定。

動力費に関する事項 　電力自由化に伴う経費節減について、今後検討する予定。

修繕費に関する事項 　ストックマネジメント基本方針に基づき、効率的に施設や機器の修繕を実施していく予定。

委託費に関する事項 　包括的民間委託による経費節減の可能性について、今後検討する予定。

その他の取組 　整備促進，接続率向上により有収水量を増加させ、安定的に使用料収入を確保できる体制を構築し、
経営の安定化を図っていく予定。

薬品費に関する事項 　包括的民間委託による経費節減の可能性について、今後検討する予定。
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平成 29 年 3 月

平成 29 年度 平成 38 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

３，３６０ 円 ３，４１２ 円

３，４５０ 円 ３，５２０ 円

３，４５０ 円 ３，５６４ 円

処 理 区 数 　４地区（高田・西島地区，野寺地区，志津地区，駒野新田地区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

　最適化として、農業集落排水施設（高田・西島地区）の特定環境保全公共下水道（今尾処理区）への編入を平成３４年度より
実施予定。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０ あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０ を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

別添２－２

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

　非適用

海津市下水道事業経営戦略

　平成２年度（２７年）

海津市

農業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０  あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２５年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０  あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成２５年度

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

　７．４

　４箇所（高田・西島浄化センター，野寺浄化センター，志津浄化センター，駒野新田浄化センター）

　無し

平成２６年度 平成２６年度

平成２７年度 平成２７年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料（１箇月につき）　使用水量10ｍ3まで　：　1,728円
　超過使用料　1ｍ3につき　172.8円
　（10円未満の端数は切り捨てる。）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　一般家庭用使用料体系と同じ

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　一般家庭用使用料体系と同じ
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

　平成２８年度に策定・公表した平成２７年度決算に基づく「経営比較分析表」を添付する。

職 員 数
　建設水道部上下水道課では、総勢１１名の職員により、下水道事業として３事業（公共下水道事業，特定環境保全公共下水
道事業，農業集落排水事業）を一体として管理運営している。

　平成１７年３月の合併時点では、１９名の職員により下水道事業を実施していたが、事業の一体管理や業務委託の実施など
により職員の削減に取り組み現在に至っている。

　現時点ではエネルギー利用の検討は未実施で、今後、費用対効果検証を実施
し、有効性が確認できた場合においては、積極的に下水エネルギーの活用に取り
組んでいく。

　未利用の土地・施設の活用による収益確保検討は未実施で、今後、収益確保
が可能との判断ができれば積極的に取り組んでいく。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　現在の民間委託を継続しつつ包括的民間委託を検討中であり、指定管理者制
度の採用については未定である。

　現在の民間委託を継続しつつ包括的民間委託を検討中であり、ＰＰＰ・ＰＦＩの採
用については未定である。

 イ　指定管理者制度

　「浄化センター等管理委託」「井戸用量水器検針委託」「電気保安管理委託」「汚
泥運搬委託」「汚泥処理脱水車業務委託」などを民間業者へ委託している。
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

○財源の目標に関する事項
　経営の基本方針に則り、会計の健全化を図るため、各戸から下水道への排水設備の接続について積極的に啓発を図り、水洗化の推進に努めることで、使用料収入の安定化を図り会計の健全化を目指す。

○使用料収入の見通し、使用料の見直しに関する事項
　人口減少状況にある中、使用料収入の増加は簡単ではないが、整備の実施，接続率の向上，有収水量の増加で使用料収入の増収を行い、経営戦略期間の最終年（平成３８年度）に約４．９千万円の使用料収入を目
指す。

○企業債に関する事項
　経営戦略期間内（平成２９年度から平成３８年度）に約８．６千万円を借入する計画とし、施設の長寿命化に向けた対応を行う。

○繰入金に関する事項
　一般会計からの基準外繰入金を経営戦略期間の最終年（平成３８年度）に約３．２千万円にすることを目指す。

○資産の有効活用に関する事項
　下水エネルギーや土地等の有効利用について、今後、費用対効果の検証に取り組んでいく予定。

○その他
　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

○民間の活力の活用に関する事項（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制度、PPP/PFIなど）
　これまでと同様に民間業者への委託を実施しつつ包括的民間委託の活用などを検討するが、現状では経費削減につながるかは不透明なため経費算出の項目
からは除外している。

○職員給与費に関する事項
　これまでに職員数の削減を行ってきており、これ以上の職員削減は事業運営に支障をきたす恐れが考えられるため現在の職員数は変えず、平成２７年度の実績
値と同様になる計画とした。

○その他
　整備促進，接続率向上により有収水量を増加させ、安定的に使用料収入を確保できる体制を構築し、経営の安定化を図っていく予定。

○投資の目標に関する事項
　経営の基本方針に則り、下水道等各種汚水処理施設の効率的な整備を進め、生活環境の改善および公共用水域の保全を図り、安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進に努める。また、
老朽化した管渠や浄化センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新と修繕、下水道総合地震対策計画に基づいた耐震化を推進し、下水道処理機能の維持に努める。

○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項（普及率向上のための整備促進）　○防災・安全対策に関する事項
　安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進のため、経営戦略期間内（平成２９年度から平成３８年度）に約２千万円を投資し整備実施を予定。

○管渠、処理場等の建設・更新に関する事項（下水道機能の維持）
　老朽化した管渠や浄化センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新と修繕を実施し、経営戦略期間内（平成２９年度から平成３８年度）に約１．９億円を投資し下水道機能の維持向上を図
る予定。

○広域化・共同化・最適化に関する事項（最適化の促進）
　農業集落排水（高田・西島浄化センター）の財産処分費用として平成２９年度に約２百万円を投資する予定。

○投資の平準化に関する事項
　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、投資と財源の平準化を図っていく予定。

○民間の活力の活用に関する事項
　費用対効果を検証しつつ、今後検討をしていく予定。

○その他
　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

　経営の基本方針は、本市の最上位計画である『海津市第２次総合計画（平成２９年度から平成３８年度までの１０年間）』に準拠することとする。
　『海津市第２次総合計画』では、『海津市下水道事業経営戦略』の最終年度（平成３８年度）における目標人口を33,000人と設定しており、この目標を達成するた
め、「豊かな自然環境の中で強靭なまちづくりを進める」とともに、「市内で働く場を確保するための産業振興」「市街地整備の推進」「交流基盤の整備促進」「若年
世代が市内で妊娠期から安心して過ごせる子育て支援や教育環境の充実」など、総合的なまちづくりを推進していくこととなっている。
　下水道事業においても、「下水道の整備」を推進することが、目標人口の達成に貢献する方法と捉え鋭意対応していく。また、下水道の整備を推進し、接続率を
向上させることこにより、有収水量の増加を目指す。また、公営企業会計を導入することで、会計の健全化を目指す。
　このことを踏まえ、下水道事業としての経営の基本方針は、以下の２項目とする。

１．下水道の整備
　下水道等各種汚水処理施設の効率的な整備を進め、生活環境の改善および公共用水域の保全を図り、安全で快適な市民生活の確保と水洗化の推進に努めま
す。また、老朽化した管渠や浄化センター施設の長寿命化計画に基づいた改築更新と修繕、下水道総合地震対策計画に基づいた耐震化を推進し、下水道処理機
能の維持に努めます。

２．会計の健全化
　下水道事業は、平成３２年度に公営企業会計へ移行し、経営戦略の見直しを行います。また、各戸から下水道への排水設備の接続について積極的に啓発を図
り、水洗化の推進に努めます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）
　民間活力の活用については、費用対効果を検証しながら今後検討していく予定。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、法適用事業として
経営戦略の見直しを実施する予定である。
　また、法適用事業として見直しを行った以降においても、投資，財政の進捗状況を確認しながら、必要により経営
戦略の見直しを行うことで、安定的に事業を継続していくよう取り組んでいく予定である。

職員給与費に関する事項
　建設から維持管理への業務内容の変化や、水道事業との事業統合などによる事業状況の変化によ
り、必要とする職員数を適宜検討していく予定。

動力費に関する事項 　電力自由化に伴う経費節減について、今後検討する予定。

修繕費に関する事項 　最適整備構想に基づき、効率的に施設や機器の修繕を実施していく予定。

委託費に関する事項 　包括的民間委託による経費節減の可能性について、今後検討する予定。

その他の取組 　整備促進，接続率向上により有収水量を増加させ、安定的に使用料収入を確保できる体制を構築し、
経営の安定化を図っていく予定。

薬品費に関する事項 　包括的民間委託による経費節減の可能性について、今後検討する予定。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

　下水エネルギーや土地等の有効利用について、今後、費用対効果の検証に取り組んでいく予定。

　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、投資と
財源のバランスを確認しながら必要により使用料の見直しに取り組む予定。使用料の見直しに関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

　経営の基本方針の達成に向け、下水道事業に取り組む。

　費用対効果を検証しつつ、今後検討をしていく予定。

　平成３２年度に導入する公営企業会計で算出する財務諸表を用いて事業状態を把握した後、投資と
財源の平準化を図っていく予定。

　人口減少や施設老朽化を考慮し、区域や処理方式の見直しについても今後検討していく予定。広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項
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